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緊急時における下校について（お知らせ） 

 

 春暖の候、保護者の皆様にはますます御健勝のこととお喜び申し上げます。平素より本校の教

育活動にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、本年度も地震等の災害や学校近隣での犯罪事案などの万が一の場合に備え、状況に応じ

児童の安全確保を一番に考えた下校体制をとりたいと考えております。 

つきましては、今後、緊急時における下校を下記の４つの体制を原則といたします。 

ご家庭におかれましても、安全確保及び事故防止について、ご配意賜りますようご理解とご協力

のほどよろしくお願い申し上げます。 

なお、状況に応じて下記の下校体制には変更もあり得ることをご承知おき願います。 

 

記 

 

レベル１☞友だち同士で気をつけて帰る 

 ■状況例：隣接していない校区外において、不審者等が出没。徘徊の可能性があると警察及 

び市教育委員会等の関係機関より通報があった場合、注意報級の天候 

 ■下校時の安全確保及び注意等を各学級で指導徹底 

 

レベル２☞方面別に見守り下校 

 ■状況例：校区内及び隣接する校区内において、不審者等が出没。徘徊の可能性があると警

察及び市教育委員会等の関係機関より通報があった場合、警報級の天候の場合 

 ■学年で下校時刻を決めて、教職員が引率して下校 

 ■全保護者に緊急メールを送信 

 

レベル３☞全校児童による地区別集団下校 

■状況例：在校中に警報が出た場合、もしくは、今後天候が悪くなり警報が予報される場合 

■全校一斉に授業を繰り上げまたは繰り下げて、教職員引率のもと一斉下校をする 

  ■全保護者に緊急メールを送信 

 

 レベル４☞引き渡し下校 

 ■状況例：児童が学校にいる時間帯に、大地震や大規模な風水害及び校区内における不審者 

侵入などの非常緊急時 

 ■全校一斉に授業を繰り上げまたは繰り下げて、引き渡し下校を行う 

 ■保護者に緊急メールを送信し、何時に引き渡し下校を行うかなどの連絡をする 

 

上記の 4つの体制を原則としながら、状況等に応じてより一層適切な方法で、保護者の皆様と

ともに児童の安全確保に努めてまいります。 

 


